
2021年 2月 

お客さま各位 

島根中央信用金庫 

 

 

各種手数料の新設ならびに一部改定のお知らせ 

 

 

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

  

このたび、島根中央信用金庫では、金融サービスの維持・向上を図るため、各種手数料を 

 

新設・改定させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。 

 

今後もお客さまに満足していただける金融サービスの提供に取り組んでまいりますので、 

 

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1.  実施日   ２０２１年４月 1日（木） 

 

 

  

2.  新設・改定（併せて振込金額による区分を廃止しました） 

 

手数料の新設ならびに一部改定内容につきましては、別紙をご確認ください。 

  

なお、ご不明な点はお取引店までお問合せください。 

 

以上 
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《各種手数料の新設ならびに一部改定のお知らせ》 

（新設・改定日 2021年 4月 1日）      

 

〇大量硬貨整理手数料【新設】 

 ご入金やお振込み、税金納付などのお取引きにおいて「硬貨」の取扱枚数に応じた手数料をいただきます。 

 

 ※窓口以外でお預かりする場合も、上表の手数料をいただきます。 

  ※同日に複数回に分けてご依頼されるなど、実質的に同一のお取扱いに当たる場合は、合計枚数での手数料となります。 

 

〇両替手数料・金種指定払出手数料（1回あたり）  

〈窓口および店外受付のお取扱い〉 

 

 

※個人(個人事業主を含む)・法人を問わず、すべてのお客さまが対象となります。 

ただし「法人・個人事業主の方の給与・賞与資金の支払いの場合」は除きます。 

 ※新札への両替も対象となります。 

【取扱枚数について】 

※両替の場合、持込枚数と、受取枚数のいずれか多い方とさせていただきます。 

※金種指定の現金のご出金の場合 

・お引出し総枚数から万円券を除いた枚数で計算いたします。ただし万円券が新札の場合には、その枚数も含めます。  

（金種指定のない払出は手数料は無料です。） 

・一部の金種を指定して出金される場合、金種を指定せずに出金された残金についても合計枚数に含みます。 

・同日に複数回に分けてご依頼されるなど、実質的に同一のお取扱いに当たる場合は、合計枚数での手数料となります。 

・大量硬貨入金と金種指定払出を同時にされた場合は、大量硬貨整理手数料と両替手数料のそれぞれをご負担いただきます。 

・汚損・破損した現金の交換、記念硬貨からの交換は無料といたします。 

【1束単位両替について】 

※Ⓑ1束単位両替は端数を伴わない、1束単位のみの両替です。通常両替よりもお安くご利用いただけます。 

※1束とは、硬貨の場合 50枚を束ねた棒金 1本、紙幣の場合 100枚を束ねた 1帯封を指します。 

上限 1人 1日 1回で、原則、硬貨 80本または紙幣 100帯封までとさせていただきます。 

※Ⓐ通常両替とⒷ1束単位両替の併用はできません。 

 

消費税込みの表示 
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〇振込手数料 

振込金額による区分を廃止しました。 

 

 ※マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた取組強化のため、現金による ATM 振込の取扱いを 4月 5日以降廃止させてい

ただきます。 
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〇預金関係手数料 

 

※取引明細発行は「取引明細発行依頼書」をご記入いただきます。手数料は「取引明細発行依頼書」1通ごとにいただきます。 

 

【融資関係手数料】  

2021年 4月 1日以前の契約についても、以下の手数料を適用させていただきます。 

 

〇消費者ローン繰上返済手数料 【新設】 

 

 

〇不動産担保取扱手数料 

 



 

島根中央信用金庫 

4 

 

〇住宅ローン事務取扱手数料 

 

〇住宅ローン繰上返済手数料 

 

 

〇返済条件変更手数料 

 

 

〇その他融資関連手数料 

 

 

【定例集金・定例両替手数料】【新設】 

※詳細につきましては、窓口までお問合せください。 
以上 


